
 

船舶インシデント調査報告書 

令和２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和元年１０月６日 ２０時３０分ごろ 

発生場所 静岡県御前
お ま え

崎市御前埼南東方沖  

 御前埼灯台から真方位２２５°５海里付近 

 （概位 北緯３４°３２.３′ 東経１３８°０９.２′） 

インシデントの概要  砂利運搬船兼貨物船第五十八親
おや

力
りき

丸は、航行中、主機の運転ができ

なくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和元年１１月２１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

砂利運搬船兼貨物船 第五十八親力丸、１,３５７トン 

 １２８５１８、親力海運株式会社 

 ディーゼル機関、４サイクル、出力２,９４０kＷ、回転数毎分  

２１０、６気筒、ボア４５０mm、使用燃料Ｃ重油 

 乗組員等に関する情報 機関長、四級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか４人が乗り組み、航行中、主機が異音

を発したので、機関室で当直中の機関長が、主機を停止して原因を調

査したところ、船首から順に番号が付された主機の３、４番シリンダ

の注油器駆動リンク取付用ねじが外れ、４番シリンダのピストンが焼

き付いた状態となっていることを認めた。 

船長は、機関長から修理困難である旨の報告を受け、航行が困難で

あると判断し、船舶所有者に救助を要請した。 

本船は、付近を航行していた僚船等にえい
．．

航され、御前崎港の岸壁

に着岸した。 

分析  本船は、主機のシリンダ注油器の駆動リンク取付用ねじの緩みが点

検されずに出航したところ、航行中に３、４番シリンダ注油器の駆動

リンク取付用ねじが振動により外れたことから、注油器が作動せず、

４番ピストンが焼付いて主機の運転ができなくなり、運航不能となっ

たものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が航行中、主機のシリンダ注油器の駆動リ

ンク取付用ねじの緩みが点検されずに出航したところ、航行中に３、

４番シリンダ注油器の駆動リンク取付用ねじが振動により外れたた

め、注油器が作動せず、４番ピストンが焼き付いて主機の運転ができ



 

なくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機の駆動している各部を定期的に点検し、緩み等不具合があっ

た場合には直ちに増締めするなどの対処をすること。 

 


